
 

利用者負担額（保育料）のお知らせ 

 

 

○１号認定  3歳〜5歳で教育を希望 

○２号認定  3歳〜5歳で保育の必要有 

○３号認定  0歳〜2歳で保育の必要有 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担額が市民税所得割課税額の決定時期により、切替時期が９月となります。 

・４月～８月の保育料 前年度の市民税の所得割額により算定 

  ・９月～３月の保育料 今年度の市民税の所得割額により算定 

 

○多子軽減について 

・第１子 → 市民税の所得割額の合計が、48,600 円未満の世帯は無償となります。 

・第２子 → 同一世帯において複数の子どもがいる場合、最年長の子どもから順に第２子の 

利用者負担額は基準額表の半額です。 

         市民税の所得割額の合計が、97,000 円未満の世帯は無償となります。 

・第３子以降→同一世帯において複数の子どもがいる場合、最年長の子どもから順に第３子以降 

は無償です。 

 

○月の途中における入退所の利用者負担額の軽減 

入所がその月の１６日以後の場合は、該当利用者負担額が半額となります。 

退所がその月の１５日以前の場合は、該当利用者負担額が半額となります。 

 

 

 

各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準時間  ７：００〜１８：００ １ヶ月あたりの就労時間１２０時間以上 

保育短時間 ８：００～１６：００ １ヶ月あたりの就労時間４８時間以上１２０時間未満 

◆教育・保育の必要性によって施設利用の認定が必要です 

◆利用者負担額（保育料）の切替時期について 

問い合わせ先 

羽咋市こども課子育て支援係 

電話０７６７-２２―１１１４ 

◆延長保育料・一時保育料・預かり保育料について 

 



利用者負担額（保育料）のお知らせ 

 

 

★１号認定（教育認定）、２号認定（保育認定）の保育料・副食費は無償です。 

 ◎無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。 

  (注１)満３歳になった後の３月３１日までは、上記の利用者負担額基準表の利用者負担額となります。 

  (注２)１号認定子どもについては、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償になります。 

  ◎副食費は、おかずとおやつ等です。(ごはんなどの主食は保護者負担となります。) 

 ◎通園送迎費、行事費等は、保護者の負担となります。 

★３号認定                                   （単位：円） 

児童の属する世帯の区分 階層区分 標準時間 短時間 

生活保護世帯 Ａ ０ ０ 

市

民

税

所

得

割

課

税

額 

市民税非課税世帯 ひとり親家庭等 Ｂ１ ０ ０ 

ひとり親家庭を除く Ｂ２ ０ ０ 

４８,６００円未満 ひとり親家庭等 Ｃ１ ０ ０ 

ひとり親家庭を除く Ｃ２ ０ ０ 

４８,６００円以上７７,１０１円未満 ひとり親家庭等 Ｄ１- ① ９,０００ ９,０００ 

４８,６００円以上９７,０００円未満 ひとり親家庭を除く Ｄ１ ２９,０００ ２８,６００ 

９７,０００円以上１６９,０００円未満 Ｄ２ ３１,０００ ３０,５００ 

１６９,０００円以上３０１,０００円未満 Ｄ３ ３３,０００ ３２,４００ 

３０１,０００円以上 Ｄ４ ３５,０００ ３４,３００ 

  ※市民税所得割非課税で均等割課税の場合は、Ｃ階層となります。 

 

☆利用者負担額は月額です。 

☆ひとり親家庭等とは母子・父子家庭世帯、在宅障がい児がいる世帯です。 

  

★令和５年度 利用者負担額（保育料）納期限一覧表 

【公立保育所・保育園、私立保育園対象】 

   ☆認定こども園の口座振替日については、各施設にお問い合わせください。 

(注意) 所得の状況を申告していない場合や、必要な書類(転入された方の課税証明書等)の不備や提出が遅れた場合 

は、利用者負担額を最高額に決定する場合があります。 

 

対 象 月 納期限（口座振替日） 対 象 月 納期限（口座振替日） 

令和５年 ４月分  ４月２８日（金）     １０月分 １０月３１日（火） 

      ５月分 ５月３１日（水）     １１月分 １１月３０日（木） 

      ６月分 ６月３０日（金）      １２月分 １２月２８日（木） 

      ７月分 ７月３１日（月） 令和６年 １月分 １月３１日（水） 

      ８月分 ８月３１日（木）       ２月分  ２月２９日（木） 

      ９月分  ９月２９日（金）      ３月分  ３月２９日（金） 

◆利用者負担額（保育料）について 


